
登録再生利用事業者 [全事業共通項目]不正転売防止ガイドラインへの対応]  

業界自主基準 現地調査チェックシート 

 

 

1．不正転売防止措置に関する具体的な取組について 実施 今後

検討 

対象

外 

メモ 

不正転売

防止の具

体的な対

策 

社員の持ち帰りや食用利用や転売を禁止してい

るか 

☑ □ □  

社員に誓約書を書かせているか ☑ □ □  

冷蔵庫がある場合、施錠保管しているか □ □ ☑  

転売防止の掲示物を掲示しているか ☑ □ □  

タグ管理等により食品廃棄物を区分しているか □ □ ☑  

 □ □ □  

 □ □ □  

 □ □ □  

適正な料

金での受

託 

地域相場を調べて把握しているか（環境省情報提

供） 

☑ □ □  

原価計算方法について書類を用いて説明できる

か 

☑ □ □  

利益上乗せ部分について書類を用いて説明でき

るか 

☑ □ □  

地域における一般的な処理料金の半値程度を下

回る価格で受託していないか 

☑ □ □  

処理料金を公示（掲示）しいているか ☑ □ □  

適正処理料金受託のため排出事業者への理解・努

力している内容を説明できるか 

☑ □ □  

 □ □ □  

 □ □   

 □ □   

  

 

 

 

 

 

調査年月日 調査対象 調査者 確認者 

2020 年 8 月

30 日 

会社名 

㈱日本フードエコロジーセンタ

ー 

所属 （株）日本フード

エコロジーセンター 

担当者名 高原 淳 

代表取締役 髙橋巧一 

実施確認の 

結果評価 
評価  可・不可 



・不正転売防止の具体的な対策について 

弊社でリサイクルしている食品循環資源は工場由来のもの（産業廃棄物系）が多くの割合を占めており、 

製品の状況で搬入されるものは少ないため、不正転売のリスクが比較的少ない工場と考えている。 

そのうえで、不正転売が法令違反・契約違反であることの認識を社内で明確に共有するため、不正転売を 

防止するためのポスターを工場内に掲示するほか、入社時や会議時に重ねて注意喚起を行っている。 

・適正な処理の受託について 

弊社に搬入される食品循環資源は、提携している収集運搬業者が回収・運搬するものと、当社が飼料納品の帰 

路にタンクローリーで自社へ持ち帰るもの（液状ないし泥状のものに限られる）に大別されるが、いずれも 

収集運搬業の許可を有していることを確認の上、処分費・運搬費や分別の方法を各当事者間で十分に協議して 

万一にも不法投棄に繋がることのないよう、契約を締結している。また飼料化作業時においても加熱処理基準 

等の法令を遵守し、コスト面・安全面・法令適合面のいずれにおいても法の要求を満たすものとしている。 

 


